
３ 普通徴収切替理由書について

(1) 普通徴収切替理由書の概要

平成２９年度から東京都内の全６２市区町村では特別徴収の一斉実

施を行っており、原則特別徴収となります。ただし、普通徴収切替理

由書に掲げる理由に該当し、普通徴収を希望する場合は、普通徴収切

替理由書に必要事項を記入し提出してください。

(2) 記載時の留意点

普Ａ：総従業員数が２人以下の場合は、青梅市内の従業員数では

なく全ての従業員数を記入してください。

普Ｂ：他の事業所で特別徴収の場合です。単に乙・丙欄の適用者

である場合は該当しません。

普Ｃ：給与が少なく税額が引けない場合です。青梅市では給与収

入が１００万円以下（単身者の場合）の場合は住民税非課

税となりますが、他に収入がある場合は課税になることが

ありますので、注意してください。

普Ｄ：給与の支払が不定期の場合です。給与が毎月払われない場

合が該当し、単にパート・アルバイトである場合は該当し

ません。

普Ｅ：事業専従者の場合は、該当者の個人別明細書の摘要欄に専

従者である旨を記入してください。

普Ｆ：退職者または退職予定者（給与支払報告書提出時点から５

月末まで）の場合は、該当者の個人別明細書の中途就・退

職欄に○をし、退職年月日を記入してください。

(3) その他

ア 青梅市から送付する指定総括表の場合は、表右側「普通徴収切替

理由書」欄へ記入してください。

イ eLTAX を利用して給与支払報告書を提出する事業所におかれまし

ては、普通徴収切替理由書の提出は不要です。

■御注意ください！

普通徴収切替理由書の提出が無い場合、特別徴収となりますので、

対象者がいらっしゃる場合は必ず提出してください。

普通徴収切替理由書 見本


